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高知県国民健康保険法施行細則の一部を改正する規則新旧対照表

高知県国民健康保険法施行細則（平成30年規則第26号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（市町村別納付金減算額） （市町村別納付金減算額）

第４条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第

41号。次項において「算定政令」という。）第13条第１号の規定により県

が定める額は、同号ロに掲げる額とする。

第４条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第

41号。次項において「算定政令」という。）第13条第１号の規定により県

が定める額は、同号イに掲げる額とする。

２ （略） ２ （略）


